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福井市こどもの居場所づくり（こども食堂活動等）支援事業補助金 

募集要項 

 

 福井市では、こどもを対象とした食事の提供、体験学習及び学習支援等の活

動を通じて、地域においてこどもを中心とした多世代の交流の場「みんなの居

場所」を創出し、こどもに対する地域の支援体制強化を図ることを目的に、本補

助金を創設し、以下のとおり対象団体を募集します。 

 

１  募集期間  

令和８年４月１日（水）～４月３０日（木）１７：００必着 

 

２  補助対象事業  

福井市内で実施する次の（１）～（２）のいずれかの事業が対象です。 

 

（１）こども食堂  

主としてこどもに対し、無料又は低額で食事を提供するとともに、多様な

体験学習や遊びの機会を提供するこどもの居場所づくりを行う活動 

 

（２）包括的な支援  

上記「（１）こども食堂」の取組みに加え、学習習慣の定着のため、集合

形式かつ無料で宿題や自主学習の支援を行う活動 

 

事業実施にあたっては、以下の①～⑰の要件をすべて満たす必要があります。 

 

① 年間を通じて、定期的に実施するよう努めること。 

② 地域の理解を得るとともに、地域住民及び関係団体等と連携した運営に努

めること。 

③ 利用するこどもの意見を聴取し、可能な限りその意向を反映した運営に努

めること。 
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④ 事業の実施に当たり、こども又はその保護者から相談を受けた場合又は虐

待等の養育環境に問題があり支援が必要と思われるこどもを把握した場

合は、福井市のこども家庭センターその他の関係機関と連携を図ること。 

⑤ 福井市が設置する「福井市こども食堂ネットワーク会議」に参画し、活動

状況等について市の求めに応じて報告すること。 

⑥ 食事の提供に当たっては、食品衛生法等の関係法令を遵守し、衛生管理及

び食物アレルギーへの対応に十分配慮するとともに、必要に応じて福井市

保健所へ相談すること。 

⑦ 生ものなど、食中毒の危険性が高い食品の提供は避けること。 

⑧ 開催に際し、食中毒、交通事故その他の事故に備え、適切な損害賠償保険

に加入する等、必要な補償体制を整えること。 

⑨ 利用料を徴収する場合は、実費相当額等の低廉な額に設定すること。 

⑩ 営利を目的としないこと。 

⑪ 政治的活動又は宗教的活動を目的としないこと。 

⑫ 同一事業について、国、地方公共団体その他これらに類するものから、こ

の要綱による補助金以外の補助その他の給付（以下「その他の補助金等」

という。）を受けていないこと。ただし、その他の補助金等を受ける事業と

この要綱による補助対象事業を区分して実施する場合及びその他の補助

金等を受ける事業に加え新たに本条に規定する取組を実施する場合等は

この限りでない。 

⑬ 前号の規定にかかわらず、「福井市こどもの居場所づくり（支援児童等対策）

支援事業補助金」を受けていないこと（別事業であっても不可）。 

⑭ 個人情報の保護に関する法律を遵守し、直接又は間接的に知り得た個人情

報の第三者への提供や目的外使用を行わないこと。 

⑮ 法令及び福井市の条例、規則、その他の規定を遵守すること。 

⑯ 国又は県の担当部署から団体情報の提供依頼があった場合、市が当該情報

を提供することに同意すること。 

⑰ 団体名、活動内容、活動場所等の情報について、市ホームページ等での公

表に同意すること。 
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３  補助対象団体  

・ 福井市内において、こども食堂等を継続的に実施する団体が対象です。 

・ 定款、規約など組織運営に関する定めを有している必要があります。 

・ 法人格の有無は問いませんが、個人での申請はできません。 

・ 団体の構成員（法人の場合は役員）に暴力団員等を含む団体、活動の内

容が公序良俗に反する団体は対象外です。 

 

４  補助対象期間、補助金額及び補助率  

① 補助対象期間  

   交付決定日～令和９年２月末 

   ※申請状況等を踏まえ、市が必要と認めた場合は、5 月 1 日付で交付決定を行うこ

とがあります。  

 

② 補助上限額  

（１）こども食堂実施に要する経費  

 ア 期間内に１回以上実施         ３０万円上限 

    ※1 回目安 3 万円（参考）。申請額は内容・規模等を踏まえご検討ください。 

 イ 期間内に月２回（計２０回）以上実施  ６０万円上限 

（２）包括的な支援実施に要する経費  

 ア 期間内に１回以上実施         ５０万円上限 

   ※1 回目安 5 万円（参考）。申請額は内容・規模等を踏まえご検討ください。 

 イ 期間内に月２回（計２０回）以上実施 １００万円上限 

・ 上記金額を限度として、予算の範囲内で市長が定める額とします。 

・ 申請後、内容を審査し、事業内容や事業の効果、継続性などを総合的 

に判断した上で、補助金の交付又は不交付、交付予定額及び交付条件 

等の判定を行います。 

・ 補助額の千円未満の端数は切り捨てとなります。 

・ 申請多数の場合は、補助事業の趣旨に鑑み、補助金が一部交付や不採 

択となることもあります。 

 ※イ「期間内に月２回（計２０回）以上実施」の場合の注意点 

  ・１月当たり２回以上実施することを原則としていますが、申請団体の活
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動目的等により市長が認めるときは、事業計画書（様式第２号）にその

理由を明記することで補助対象期間において合計２０回以上となるよ

う実施日を定めることができます。 

・ やむを得ない事情により実施回数を２０回に満たない回数で申請する場

合、１回不足するごとに、以下に定める額を、限度額から減額します。 

（１）こども食堂実施に要する経費  ３万円／回 

（２）包括的な支援実施に要する経費 ５万円／回 

※実施回数が 15 回未満になるなど、実施回数 20 回を著しく下回る場合、「ア  期間内

に１回以上実施」の区分での申請をお願いする場合があります。  

 

③ 大規模実施加算金  

  月当たりの延べ利用人数が５０人以上となる月がある場合は、１月につき

１万円を大規模実施加算金として補助基準額に加算することができます。 

  ※申請した月において、延べ利用者数が５０人を下回った場合、変更申請を行い、減

額する必要がありますので、十分に利用見込数を御精査の上、申請してください。  

 

④ 補助率  

   １０／１０ 

 

５  補助対象経費  

・ 事業実施に要する経費のうち、以下の表に掲げる経費が対象です。 

  ・ 補助対象経費は事業実施に最低限必要なものに限ります。 

  ・ 体験学習、遊びその他の交流の機会の提供に要する経費は、食事の提

供に要する経費の額を著しく上回らないようにしてください。 

  ・ 令和９年２月末までに納品や支払い等が完了する事業に係る経費を対 

象とします。 

 

費目  補助対象経費の内容  備考（対象外経費等）  

報償費  運営 に 携わ る ボラ ン テ ィ

アスタッフへの謝礼、外部

講師への謝金  

・団体の役員、正規職員等の人件費は対象外  

・謝礼にあっては１時間当たりの単価は福井

県最低賃金を上限とする  

・スタッフの会場までの交通費等を含む  
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食糧費  食材、弁当、調味料、飲料

等 

・1 食当たり８００円（調理の場合は計画書で

想定した利用人数で食材に係る費用を按分

した額）を超える高額なものは対象外  

・スタッフのみの飲食費は対象外  

消耗品費  文房具、食器、衛生用品（マ

スク・消毒液等）、  

学習用教材等  

・耐用年数１年未満かつ１件２万円未満のも

のに限る  

・事務所用の常備品等は対象外  

印刷製本費  活動周知用チラシ、パンフ

レット、報告書等の作成・

印刷経費  

・他事業の周知を含むものは対象外  

・「福井市こどもの居場所づくり支援事業補助

金対象事業」の明記が必須  

光熱水費  会場使用や食材保管（冷蔵

庫等）に直接要する電気・

ガス・水道料金  

・事務所分は原則対象外。ただし、専用メータ

ー等により本事業分を明確に区分できる場

合は可  

通信運搬費  食材・資材等の配送料、ガ

ソリン代、切手代等  

・電話代、インターネット接続料等の固定費

は対象外  

保険料  食中毒、交通事故、けが等

に備えた損害賠償保険、ボ

ランティア保険料  

・当該事業の実施期間・範囲を対象とするも

のに限る  

使 用 料 及 び

賃借料  

会場使用料、食料品保管場

所の 借 上料 、 ＩＣ Ｔ 機 器

（ＰＣ等）のリース料  

・団体が所有・常設管理する施設の賃借料（身

内払い）は対象外  

その他経費  食品 衛 生責 任 者講 習 受 講

料、 政 府備 蓄 米申 請 事 務

費、振込手数料、市長が事

業実 施 に直 接 必要 と 認 め

た経費等  

 

 

【注意】対象外となる経費の例のほか、以下の経費は対象外となります 

・ 団体の経常的な経費と区別ができない経費 

・ 食事や食材の提供、居場所づくりのために直接必要とされない経費 

・ 使途が特定できない経費 

・ 団体の構成員の親睦等のための会合、会議、接遇等に係る経費 

 ・ 通常より著しく高額と判断される経費 

 ・ その他、補助対象とすることが適当でないと判断される経費 
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６  応募方法  

・ 応募前に必ず「市こども育成課」に事業内容について御相談ください。 

・ 以下の申請書類に必要事項を記載いただき、「市こども育成課」へ 

メールにて御提出ください。 

  （提出先：kodomoikusei@city.fukui.lg.jp） 

※書面による提出を希望される方は、事前に御相談ください。 

・ 応募に要する経費は、すべて団体の負担とし、御提出いただいた書類は、

選考結果にかかわらず返却いたしません。 

 

 ＜提出が必要な申請書類＞ 

 （１）補助金交付申請書   （様式第１号） 

 （２）事業計画書    （様式第２号） 

 （３）事業収支予算書   （様式第３号） 

 （４）暴力団排除に関する誓約書  （様式第４号） 

 （５）個人情報保護に関する誓約書 （様式第５号） 

 （６）団体の定款、規約、役員名簿等 

 （７）その他、団体の概要や事業内容がわかる書類 

  ※ 上記以外に、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。 

 

７  審査・交付決定  

  提出いただいた書類を基に、福井市において審査し、補助金の交付可否と

交付予定金額を決定し、応募団体に通知します。審査の過程で、必要に応じて

ヒアリングを行う場合があります。 

 

８  実績報告・請求  

・ 事業終了後、以下の書類を速やかに提出してください。 

（当該年度内に補助金を支払う必要があるため、２月末までの提出に御協

力をお願いします。） 

  ・ 補助金の支払いは口座振込で行いますので、団体名義の口座をあらかじ

め開設してください。 

 

mailto:kodomoikusei@city.fukui.lg.jp
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  ・ 補助金の支払いは原則として事業完了後ですが、自己資金がない等の理

由により、特に事前に必要と認められる場合は、補助金交付決定額の一

部（５分の４を上限）を概算払いとして事前にお支払いすることができ

ます。あらかじめ「補助金概算払請求書（様式第１７号）」を提出いただ

く必要がありますので、申請時に御相談ください。 

 

 ＜提出が必要な報告書類＞ 

 （１）実績報告書    （様式第１２号） 

 （２）事業成果報告書   （様式第１３号） 

 （３）事業収支決算書   （様式第１４号） 

 （４）領収書等、事業実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し 

 （５）交付請求書    （様式第１６号） 

・ 領収書には、日付、領収者（団体名）、品物名の記載が必須です。 

・ 領収書の日付は補助対象期間内のものに限ります。 

・ 補助金で印刷物を作成した場合は、原本を１部提出してください。 

 ※ 上記以外に、必要に応じて書類の提出をお願いする場合があります。 

 ※ 今年度より、請求書を含むすべての様式が押印不要となっております。 

 

９  交付の取消  

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の取消や、交付額の変

更、補助金の返還請求を行う場合があります。 

また、それに伴う団体が被る損害について、福井市は賠償いたしません。 

・ 補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。 

・ 交付の目的以外に補助金を使用したとき。 

・ 補助決定後に、事業の変更または中止を行ったとき。 

・ 補助金の全部または一部を使用しなかったとき。 

・ 「福井市こどもの居場所づくり（こども食堂活動等）支援事業補助金交

付要綱」の規定に違反したとき。 

 

１０  申請にあたっての留意事項等  

・ 補助決定後の事業の変更や中止については、書類提出（変更交付申請書
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（様式第８号）または事業中止・廃止承認申請書（様式第１０号））によ

り、あらかじめ福井市の承諾が必要です。 

・ ただし、目的達成のため、または目的に影響を及ぼさない範囲で行う、

以下の軽微な変更については、書類提出は不要です。 

 ＜提出が不要な軽微な変更＞ 

 （１）実施回数が減少したが、実施回数が２０回を下回らなかった場合 

 （２）より効率的、効果的に事業を実施するための事業内容の細部の変更 

 （３）補助対象経費総額２０パーセント以内の減額に伴う変更 

 （４）補助対象経費総額の変更を伴わない経費配分の変更で軽微なもの 

 （５）交付決定額の変更を伴わない、補助対象経費総額の増額 

 （６）大規模実施加算金を申請した月において、延べ利用者数が５０人を 

下回らなかった場合 

 

・ 活動の実施状況について、補助対象期間終了後も含め、必要に応じてヒ

アリング等を行うことがあります。 

・ 交付の決定を受けた団体は、事業に係る収支を記載した帳簿を備え付け

るとともに、証拠書類（経理関係書類等）を整理し、これらの書類を補

助金額の確定の日の属する年度の終了後５年間保管してください。（補助

金の適正支出等の検査のため、提出していただく場合があります。） 

・ 消費税法における納税義務者となる補助事業者については、対象経費か

ら消費税等相当額を除外して補助金額を算定し、申請または報告してく

ださい。ただし、課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、

消費税仕入控除税額確定後の返還を選択する補助事業者については、補

助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した時に、別記様式第１８号

により速やかに市長に報告し、市からの返還の請求に従ってください。 

 

【提出・問合せ先】 

福井市 こども未来部 こども育成課 

〒910-8511 福井市大手３丁目１０番１号 

電話：0776-20-5566  メール：kodomoikusei@city.fukui.lg.jp 

mailto:kodomoikusei@city.fukui.lg.jp

